
TOPICS、暮らしの情報　ほかTOPICS、暮らしの情報　ほか

血糖値と糖尿病血糖値と糖尿病
保健師からの健康アドバイス保健師からの健康アドバイス

表紙◎『交通安全啓発行ってきます！」　9/24　瀬棚保育所一日おまわりさん表紙◎『交通安全啓発行ってきます！」　9/24　瀬棚保育所一日おまわりさん

交通事故死ゼロ 1000 日達成交通事故死ゼロ 1000 日達成

後期高齢者医療保険、国民健康保険証廃止について後期高齢者医療保険、国民健康保険証廃止について
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町
で
は
、
令
和
３
年
12

月
18
日
以
降
、
交
通
死
亡

事
故
が
発
生
し
て
お
ら

ず
、
令
和
６
年
９
月
13
日

を
も
っ
て
、
交
通
事
故
死

ゼ
ロ
１
０
０
０
日
を
達

成
し
ま
し
た
。

　
達
成
を
記
念
し
、
９
月

27
日
（
金
）
せ
た
な
町
役

場
に
お
い
て
、
北
海
道
交

通
安
全
推
進
委
員
会
会

長
表
彰
が
授
与
さ
れ
、
古

川
檜
山
振
興
局
く
ら
し
・

せ
た
な
町
交
通
事
故
死
ゼ
ロ

一
〇
〇
〇
日
達
成

子
育
て
担
当
部
長
か
ら
、

町
長
へ
表
彰
状
が
伝
達

さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
貞
弘
せ
た
な
警

察
署
長
か
ら
町
長
ほ
か
、

せ
た
な
地
区
交
通
安
全

協
会
連
合
会
、
北
檜
山
区

交
通
安
全
指
導
員
会
、
大

成
区
交
通
安
全
指
導
員

会
、
瀬
棚
区
交
通
安
全
指

導
員
会
に
感
謝
状
が
贈

ら
れ
ま
し
た
。

交
通
安
全
功
労
者

知
事
感
謝
状
受
賞

大
成
区
　
山
内
誠
真
さ
ん

　
　
　
　
石
橋
　
満
さ
ん

　
大
成
区
の
交
通
安
全

指
導
員
と
し
て
活
躍
さ

れ
て
い
る
山
内
誠
真
さ

ん
と
石
橋
満
さ
ん
が
交

通
安
全
功
労
者
知
事
感

謝
状
を
受
賞
し
、
10
月
８

日
（
火
）
大
成
支
所
で
、

高
橋
町
長
か
ら
感
謝
状

が
伝
達
さ
れ
ま
し
た
。

　
交
通
安
全
功
労
者
知

事
感
謝
状
は
、
永
年
に
わ

た
っ
て
交
通
安
全
推
進

の
た
め
活
躍
し
た
交
通

安
全
指
導
員
に
対
し
て

表
彰
状
を
贈
呈
す
る
も

の
で
、
山
内
誠
真
さ
ん
は

交
通
安
全
指
導
員
と
し

て
平
成
20
年
か
ら
16
年

以
上
、
石
橋
満
さ
ん
は
交

通
安
全
指
導
員
と
し
て

平
成
24
年
か
ら
12
年
以

上
に
わ
た
り
、
交
通
安
全

指
導
、
啓
発
に
尽
力
さ
れ

た
功
績
が
認
め
ら
れ
今

回
の
受
賞
と
な
り
ま
し

た
。

交
通
安
全
指
導
員
へ

町
か
ら
感
謝
状
贈
呈

大
成
区
　
　
佐
藤
幸
弘
さ
ん

北
檜
山
区
　
廣
川
　
弘
さ
ん

　
長
き
に
わ
た
り
交
通

安
全
指
導
員
と
し
て
ご

尽
力
さ
れ
た
大
成
区
の

佐
藤
幸
弘
さ
ん
、
北
檜
山

区
の
廣
川
弘
さ
ん
に
感

謝
状
が
贈
呈
さ
れ
ま
し

た
。

　
大
成
区
の
佐
藤
幸
弘

さ
ん
は
、
昭
和
61
年
か
ら

令
和
６
年
３
月
ま
で
37

年
間
の
長
き
に
わ
た
り
、

旧
大
成
町
、
せ
た
な
町
の

交
通
安
全
指
導
員
と
し

て
交
通
安
全
運
動
や
街

頭
指
導
な
ど
に
ご
尽
力

さ
れ
ま
し
た
。

　
北
檜
山
区
の
廣
川
弘

さ
ん
は
、
平
成
６
年
か
ら

令
和
６
年
３
月
ま
で
30

年
間
の
長
き
に
わ
た
り
、

旧
北
檜
山
町
、
せ
た
な
町

の
交
通
安
全
指
導
員
と

し
て
地
域
の
交
通
安
全

運
動
や
小
学
校
の
自
転

車
教
室
な
ど
に
ご
尽
力

さ
れ
た
功
績
に
対
し
、
町

か
ら
感
謝
状
が
贈
呈
さ

れ
ま
し
た
。

山内誠真さん山内誠真さん

佐藤幸弘さん佐藤幸弘さん

ゼロゼロ
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オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
・
児
童
虐
待
防
止
推
進
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
（
11
月
）

児
童
虐
待
は
社
会
全
体
で
か
か
わ
り
、
解
決
し
て
い
く
べ
き
問
題
で
す

児
童
虐
待
は
社
会
全
体
で
か
か
わ
り
、
解
決
し
て
い
く
べ
き
問
題
で
す

町民児童課子ども・子育て支援係　　 ☎ 0137 ｰ 84 ｰ 5113( 直通 )問 い 合 わ せ 先

　「
こ
ど
も
虐
待
に
よ
る
死
亡
事
例
等
の
検

証
結
果
等
に
つ
い
て
（
第
20
次
報
告
）」
に

よ
る
と
、
児
童
虐
待
に
よ
る
死
亡
事
例
は
年

間
70
件
を
超
え
て
い
ま
す
。

　
単
純
計
算
す
る
と
５
日
間
に
１
人
の
こ
ど

も
が
命
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

 

◆ 

児
童
虐
待
は
４
種
類

○
身
体
的
虐
待

　
殴
る
、
蹴
る
、
叩
く
、
投
げ
落
と
す
、
激

し
く
揺
さ
ぶ
る
、
や
け
ど
を
負
わ
せ
る
、
溺

れ
さ
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど

○
性
的
虐
待

　
こ
ど
も
へ
の
性
的
行
為
、
性
的
行
為
を
見

せ
る
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の
被
写
体
に
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど

○
ネ
グ
レ
ク
ト

　
家
に
閉
じ
込
め
る
、
食
事
を
与
え
な
い
、

ひ
ど
く
不
潔
に
す
る
、
自
動
車
の
中
に
放
置

す
る
、
重
い
病
気
に
な
っ
て
も
病
院
に
連
れ

て
い
か
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど

○
心
理
的
虐
待

　
言
葉
に
よ
る
脅
し
、
無
視
、
き
ょ
う
だ
い

間
で
の
差
別
的
扱
い
、
こ
ど
も
の
目
の
前

で
家
族
に
対
し
て
暴
力
を
ふ
る
う
（
面
前

D
V
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど

◆ 

こ
ど
も
と
の
関
わ
り
方
の
８
つ
の

ポ
イ
ン
ト

① 

こ
ど
も
の
気
持
ち
や
考
え
に
耳
を
傾
け
ま

し
ょ
う

② 

「
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
」
に
も
い
ろ
い

ろ
あ
り
ま
す

③
こ
ど
も
の
成
長
・
発
達
に
よ
っ
て
も
異
な

　

る
こ
と
が
あ
り
ま
す

④
こ
ど
も
の
状
況
に
応
じ
て
、
身
の
周
り
の

　

環
境
を
整
え
て
み
ま
し
ょ
う

⑤ 
注
意
の
方
向
を
変
え
た
り
、
こ
ど
も
の
や

る
気
に
働
き
か
け
て
み
ま
し
ょ
う

⑥ 

肯
定
文
で
わ
か
り
や
す
く
、
時
に
は
一
緒

に
、
お
手
本
に

⑦ 

良
い
こ
と
、
で
き
て
い
る
こ
と
を
具
体
的

に
褒
め
ま
し
ょ
う

⑧
保
護
者
自
身
の
工
夫
の
ポ
イ
ン
ト

　

�

⑴
子
育
て
を
し
て
い
る
ス
ト
レ
ス
が
溜
ま

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　 

　
否
定
的
な
感
情
が
生
じ
た
と
き
は
、
ま

ず
は
そ
う
い
う
気
持
ち
に
気
付
き
、
認
め

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　�

⑵
自
分
の
時
間
や
心
に
余
裕
が
な
い
と
き

は
、
深
呼
吸
し
て
気
持
ち
を
落
ち
着
け
た

り
、
ゆ
っ
く
り
５
秒
数
え
た
り
、
窓
を
開

け
て
風
に
あ
た
っ
て
気
分
転
換
し
ま
し
ょ

う
。

　�

⑶
周
囲
の
力
を
借
り
る
と
解
決
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
勇
気
を
も
っ
て
S
O
S
を

出
す
こ
と
で
、
ま
だ
気
づ
い
て
い
な
い
支

援
や
サ
ー
ビ
ス
に
出
会
え
た
り
し
ま
す
。

◆ 

こ
ど
も
や
保
護
者
の
こ
ん
な
サ
イ

ン
を
見
落
と
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

○
こ
ど
も
に
つ
い
て

・ 

い
つ
も
こ
ど
も
の
泣
き
叫
ぶ
声
や
保
護
者

の
怒
鳴
り
声
が
す
る

・
不
自
然
な
傷
や
打
撲
の
あ
と
が
あ
る

・
衣
類
や
か
ら
だ
が
い
つ
も
汚
れ
て
い
る

・
表
情
が
乏
し
い
、
活
気
が
な
い

・
夜
遅
く
ま
で
一
人
で
遊
ん
で
い
る

○
保
護
者
に
つ
い
て

・ 

地
域
な
ど
と
交
流
が
少
な
く
孤
立
し
て
い

る
・ 

小
さ
い
こ
ど
も
を
家
に
お
い
た
ま
ま
外
出

し
て
い
る

・ 

こ
ど
も
の
養
育
に
関
し
て
拒
否
的
、
無
関

心
で
あ
る

・
こ
ど
も
の
け
が
に
つ
い
て
不
自
然
な
説
明

　
を
す
る

　
児
童
虐
待
か
も
…
と
思
っ
た
ら

　
ご
自
身
が
出
産
や
子
育
て
に
悩
ん
だ
ら
…

　
子
育
て
に
悩
む
人
が
い
た
ら
…

　
児
童
相
談
所
虐
待
対
応
ダ
イ
ヤ
ル
☎

１
８
９
ま
た
は
、
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
☎

０
１
２
０
・
１
８
９
・
７
８
３
に
お
電
話
く
だ

さ
い
。（
通
話
料
無
料
）
※
一
部
の
Ｉ
Ｐ
電

話
か
ら
は
つ
な
が
り
ま
せ
ん
。

あなたの電話が親子を守るすべての人が笑顔で暮らせる街へあなたの電話が親子を守るすべての人が笑顔で暮らせる街へ

あなたの電話で、守れる命
があります
　児童虐待かも…　と思った
ら、すぐにお電話ください。

子育てのこと、頼れる場所があ
ります
　ご自身が出産や子育てに悩んだら…
　子育てに悩む人がいたら…

こちらにご相談ください。

※一部のＩＰ電話からはつながりません
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　　後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ

～保険証の廃止について～～保険証の廃止について～
■令和６年１２月２日より保険証等が廃止されます■令和６年１２月２日より保険証等が廃止されます
　令和６年１２月２日より保険証や限度額適用・標準負担額減額認定証（以下、「減額認定証」という。）　令和６年１２月２日より保険証や限度額適用・標準負担額減額認定証（以下、「減額認定証」という。）
並びに限度額適用認定証（この３証を以下、「保険証等」という。）が廃止されます。並びに限度額適用認定証（この３証を以下、「保険証等」という。）が廃止されます。
　　廃止前後で対応が異なりますので、詳細は下記をご確認ください。廃止前後で対応が異なりますので、詳細は下記をご確認ください。

【令和６年１２月１日までの対応】【令和６年１２月１日までの対応】
●７５歳になる方や障がい認定で加入される方は保険証が交付されます。●７５歳になる方や障がい認定で加入される方は保険証が交付されます。
●保険証等を紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、町民児童課国保医療係へお申し出●保険証等を紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、町民児童課国保医療係へお申し出
　ください。　ください。

【令和６年１２月２日からの対応】【令和６年１２月２日からの対応】
●令和６年１２月２日時点でお手元に保険証がない方には、保険証等は交付されません。●令和６年１２月２日時点でお手元に保険証がない方には、保険証等は交付されません。
　下記、①又は②の対応となります。　下記、①又は②の対応となります。
　①既にマイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方の場合、マイナンバーカードを提示　①既にマイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方の場合、マイナンバーカードを提示
　　することで医療機関の受診が可能です。　　することで医療機関の受診が可能です。
　②マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない、又はマイナンバーカード自体お持ちで　②マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない、又はマイナンバーカード自体お持ちで
　　ない方には、申請いただかなくても「資格確認書」を交付しますので、引き続き医療機関の受　　ない方には、申請いただかなくても「資格確認書」を交付しますので、引き続き医療機関の受
　　診が可能です。　　診が可能です。

マイナンバーカードを保険証としてご利用ください！マイナンバーカードを保険証としてご利用ください！
　保険証利用登録をしたマイナンバーカード（以下、「マイナ保険証」という。）を医療機関で　保険証利用登録をしたマイナンバーカード（以下、「マイナ保険証」という。）を医療機関で
　利用すると・・・　利用すると・・・
　・マイナ保険証のみで高額療養費制度や特定疾病の適用が受けられます。　・マイナ保険証のみで高額療養費制度や特定疾病の適用が受けられます。
　・過去のお薬情報や健康診断の結果等を提供できるため、より適切な医療を受けられます。　・過去のお薬情報や健康診断の結果等を提供できるため、より適切な医療を受けられます。
　・お引っ越し等で負担割合に変更が発生しても、保険証や資格確認書のように差し替えの　・お引っ越し等で負担割合に変更が発生しても、保険証や資格確認書のように差し替えの
　　必要がなく、ほぼタイムラグなく最新の資格情報で医療機関を受診できます。　　必要がなく、ほぼタイムラグなく最新の資格情報で医療機関を受診できます。

★マイナンバーカードを保険証として利用するためには、以下２つの★マイナンバーカードを保険証として利用するためには、以下２つの
　事前準備が必要です！　事前準備が必要です！
　①マイナンバーカードの発行を申請し、マイナンバーカードを取得する。　①マイナンバーカードの発行を申請し、マイナンバーカードを取得する。
　　→ＰＣやスマホからの申請、役場窓口でも申請できます。　　→ＰＣやスマホからの申請、役場窓口でも申請できます。
　②マイナンバーカードを保険証として利用する登録を行う。（※）　②マイナンバーカードを保険証として利用する登録を行う。（※）
　　→医療機関・薬局の受付（カードリーダー）やセブン銀行ＡＴＭ、　　→医療機関・薬局の受付（カードリーダー）やセブン銀行ＡＴＭ、
　　　マイナポータルから登録可能です。　　　マイナポータルから登録可能です。
　　　　　　（※）利用登録を行っているかどうかの確認はマイナポータルから（※）利用登録を行っているかどうかの確認はマイナポータルから
　　　　　  確認できます。　　　　　  確認できます。

■限度額適用認定証と減額認定証の廃止に伴う変更点について■限度額適用認定証と減額認定証の廃止に伴う変更点について
　保険証廃止と合わせて、限度額適用認定証と減額認定証も廃止になります。　保険証廃止と合わせて、限度額適用認定証と減額認定証も廃止になります。
　これに伴う変更は以下の通りです。　これに伴う変更は以下の通りです。
　①令和６年１２月２日以降、新しい限度額適用認定証と減額認定証は発行されなくなります。　①令和６年１２月２日以降、新しい限度額適用認定証と減額認定証は発行されなくなります。
　　※令和６年１２月１日時点でお手元にある証については有効期限（令和７年７月３１日）までは　　※令和６年１２月１日時点でお手元にある証については有効期限（令和７年７月３１日）までは

　　　利用可能です。　　　利用可能です。

　②マイナ保険証をお持ちの方は、ご自身の負担区分（現役Ⅰ～Ⅲ・一般Ⅰ又はⅡ・区分Ⅰ又はⅡ）　②マイナ保険証をお持ちの方は、ご自身の負担区分（現役Ⅰ～Ⅲ・一般Ⅰ又はⅡ・区分Ⅰ又はⅡ）
　　はマイナポータルにて確認してください。　　はマイナポータルにて確認してください。
　③「資格確認書」をお持ちの方は、役場窓口で申請すると任意で「資格確認書」に負担区分の併記　③「資格確認書」をお持ちの方は、役場窓口で申請すると任意で「資格確認書」に負担区分の併記
　　が可能です。　　が可能です。

マイナポータルアプリマイナポータルアプリ

※令和６年１２月１日時点でお手元にある保険証等については※令和６年１２月１日時点でお手元にある保険証等については有効期限（令和７年７月３１日）有効期限（令和７年７月３１日）
　までお使いいただけます。　までお使いいただけます。
　ただし、令和６年１２月２日以降は、保険証の新規発行又は紛失に伴う再発行は行えなくなり　ただし、令和６年１２月２日以降は、保険証の新規発行又は紛失に伴う再発行は行えなくなり
　ますのでご留意ください。　ますのでご留意ください。
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■ 特定疾病療養受療証について■ 特定疾病療養受療証について
　厚生労働大臣が定める特定疾病（人工腎臓を実施する慢性腎不全など）の方に交付される「特定疾　厚生労働大臣が定める特定疾病（人工腎臓を実施する慢性腎不全など）の方に交付される「特定疾
病療養受療証」については、令和６年１２月２日以降も継続して交付します。病療養受療証」については、令和６年１２月２日以降も継続して交付します。

問 い 合 わ せ 先
　　　町民児童課国保医療係　　　　　☎ 0137-84-5113（直通）
　　　瀬棚支所住民係　　　　　　　　　　　☎ 0137-87-3311
　　　大成支所住民係　　　　　　　　　　　☎ 01398-4-5511　

　　※令和６年１２月１日までは、保険証等を紛失したときや、汚れたときは再交付をします。　　※令和６年１２月１日までは、保険証等を紛失したときや、汚れたときは再交付をします。

　　令和６年１２月２日より国民健康保険証が廃止されます令和６年１２月２日より国民健康保険証が廃止されます

【令和６年１２月２日以降の取り扱い】【令和６年１２月２日以降の取り扱い】

マイナンバーカードを保険証として利用できます。
ななおお、、現現在在おお持持ちちのの保保険険証証のの有有効効期期限限ままでではは保保険険証証もも使使用用ででききまま
すす。。

※新規で国保へ加入した場合
ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるように、資格情報をA4サ
イズの用紙に印刷した【資格情報のお知らせ】を交付します。

マイナンバーカードを保険証として利用登録していただくとマイナ保
険証として利用できます。
ななおお、、現現在在おお持持ちちのの保保険険証証のの有有効効期期限限ままでではは保保険険証証をを利利用用ででききまま
すす。。

※現在お持ちの保険証の記載内容に変更が生じた場合
資格情報を医療機関等が窓口で確認できるように、カード型（従来の
保険証サイズと同等）に資格情報を印字した【資格確認書】を交付し
ます。

資格確認書の交付は当面の間は申請不要です。現在お持ちの保険証の
有効期限が切れる前に、自宅へ郵送いたします。

令和６年１２月２日以降の保険証の取扱い保険証としての
利用登録

マイナンバー
カードの有無

している

していない

持っている

持っていない ―

現現在在おお持持ちちのの保保険険証証のの有有効効期期限限ままでではは保保険険証証をを使使用用ででききまますす。。

現在お持ちの保険証の記載内容に変更が生じた場合、または有効期限
が切れる前に保険証の替わりになる【資格確認書】を交付します。
なお、新規で国保へ加入された方にも【資格確認書】を交付します。

資格確認書の交付は当面の間は申請不要です。現在お持ちの保険証の
有効期限が切れる前に、自宅へ郵送いたします。

問 い 合 わ せ 先

北海道後期高齢者医療広域連合
　〒 060-0062 札幌市中央区南２条西 14 丁目　国保会館６階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎ 011-290-5601　　　
　　　町民児童課国保医療係　　　　　☎ 0137-84-5113（直通）
　　　瀬棚支所住民係　　　　　　　　　　　☎ 0137-87-3311
　　　大成支所住民係　　　　　　　　　　　☎ 01398-4-5511　

＜資格確認書とは＞＜資格確認書とは＞
　令和６年１２月２日以降は、保険証が廃止になりますので、原則マイナ保険証で医療機関を受診す　令和６年１２月２日以降は、保険証が廃止になりますので、原則マイナ保険証で医療機関を受診す
ることになります。ることになります。
　但し、マイナンバーカードを保険証利用するための登録をしていない方やマイナンバーカード自体　但し、マイナンバーカードを保険証利用するための登録をしていない方やマイナンバーカード自体
をお持ちでない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」をお持ちでない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」
を交付させていただきます。を交付させていただきます。
　この「資格確認書」で引き続き、医療を受けることができます。　この「資格確認書」で引き続き、医療を受けることができます。
（マイナ保険証を紛失等した場合にも、申請により「資格確認書」を交付いたします）（マイナ保険証を紛失等した場合にも、申請により「資格確認書」を交付いたします）
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ポイント１：食事のバランスをアップしよう・お口のケアも忘れずに！ポイント１：食事のバランスをアップしよう・お口のケアも忘れずに！

ポイント２：適度な運動で体力・免疫力を高めようポイント２：適度な運動で体力・免疫力を高めよう

ポイント３：人との交流を大切にしようポイント３：人との交流を大切にしよう

こ ん に ち は ！ 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー で すこ ん に ち は ！ 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー で す
～フレイル予防をしよう～

　「フレイル」とは、加齢に伴って身体・心の働きや社会的なつながりが弱くなった状態をといいま
す。「健康な状態」と「介護が必要な状態」の中間の段階で、要介護になる可能性があります。しかし、
早めに生活習慣を見直すことで、健康な状態に戻ることができます。

●今すぐできる ｢フレイルチェック ｣！５つのうち、いくつあてはまりますか？
　１．半年で体重が２～３kg 以上減った
　２．わけもなく疲れたような感じがする
　３．筋力（握力）が低下した
　４．歩くのが遅くなった
　５．身体の活動量が減った（軽い運動や体操をしていない等）

○栄養不足を防ぐためになるべく抜かずに３食摂りましょう。しっかりタンパク質を摂ることも筋力
や免疫力アップには大切です。
○毎食後の歯みがきや義歯の手入れをしっかりしましょう。普段のおしゃべりはもちろん、歌を歌っ
たり、日頃からよく噛んで食べる等、お口を動かすことを心がけをしましょう。

問 い 合 わ せ 先
　　　地域包括支援センター　　　　　☎ 0137-84-5699
　　　瀬棚支所　　　　　　　　　　　☎ 0137-87-3311
　　　大成支所　　　　　　　　　　　☎ 01398-4-5511　

【フレイル予防の３つの柱とは？】
フレイル予防には ｢ 栄養（食・口腔機能）・身体活動・社会参加 ｣の３つの柱が重要です。

○筋力の維持や向上を図って、転倒を予防しましょう。また、ストレッチやバランス運動（椅子をしっ
かり持って片足立ち等）も転倒予防には効果的です。

○人との交流・つながりは、フレイル予防にはとても重要です。電話やメール等を使っての人付き合
いや、ご近所の方とちょっとしたあいさつや会話等も心の健康につながります。

１～２項目あてはまる人⇒フレイルの前段階
３項目以上あてはまる人⇒フレイルの疑いあり

くわしく知りたい方は、介護予防事業「いきいき元気アップ会」がオススメ！くわしく知りたい方は、介護予防事業「いきいき元気アップ会」がオススメ！
　おおむね 65 歳以上の方 ( 介護状態でない方 ) を対象に、11 月～２月の冬期間、　おおむね 65 歳以上の方 ( 介護状態でない方 ) を対象に、11 月～２月の冬期間、
せたな町健康センターで様々な専門職が講師となり「食事・運動・お口のお話や実技」せたな町健康センターで様々な専門職が講師となり「食事・運動・お口のお話や実技」
「小物づくり等の創作活動」「皆で楽しくレクリエーション」の内容で計７回開催し「小物づくり等の創作活動」「皆で楽しくレクリエーション」の内容で計７回開催し
ています。詳細は 10 月 10 日連絡員配布の「いきいき元気アップ会のご案内」のチています。詳細は 10 月 10 日連絡員配布の「いきいき元気アップ会のご案内」のチ
ラシをご参照ください。ラシをご参照ください。

　町では、自衛隊法施行令第 120 条に基づく依頼により、防衛大臣に対し自衛官などの募集事務にか
かる募集対象者情報（住所・氏名・性別・生年月日）を情報提供しています。
　そのため、個人情報の提供を望まない人への配慮として「除外申請」の手続きをしていただくこと
により、自衛隊へ提供する名簿から除外することとしました。

自衛官募集事務に係る対象者情報の除外申請を受付けます自衛官募集事務に係る対象者情報の除外申請を受付けます

問 い 合 わ せ 先 町民児童課戸籍年金係　　　　☎ 0137-84-5113（直通）　

対 象 者：せたな町に住民記録があり、令和７年度に以下の年齢になる人
　　　　・18 歳となる方（平成 19 年 4 月 2 日～平成 20 年 4 月 1 日生まれ）
　　　　・22 歳となる方（平成 15 年 4 月 2 日～平成 16 年 4 月 1 日生まれ）
受付期間：令和６年１１月１日～令和７年１月３１日
申 請 者：本人または保護者など
申請方法：町民児童課窓口、または郵送での申請となります。
　　　　　※法定代理人またはその他代理人が申請する場合は町ホームページまたは
            町民児童課戸籍年金係までお問い合わせ下さい。
            これにより令和７年度の名簿から除外されます。
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問 い 合 わ せ 先 　　税務課課税係　　　　　　　☎ 0137-84-5112（直通）　

～固定資産税は、１月１日に所有している方に課税されます～～固定資産税は、１月１日に所有している方に課税されます～

家屋家屋（住宅、車庫、倉庫など）の（住宅、車庫、倉庫など）の新築・増築、取壊し新築・増築、取壊しをしたときは届出ををしたときは届出を

■新築・増築をしたとき■新築・増築をしたとき
　家屋を新築・増築した場合は、家屋課税台帳に登録し、翌年度から固定資産税の課税対象となりま　家屋を新築・増築した場合は、家屋課税台帳に登録し、翌年度から固定資産税の課税対象となりま
すので評価額を計算するため、家屋調査を行います。ご都合のよい日を相談のうえお伺いしますので、すので評価額を計算するため、家屋調査を行います。ご都合のよい日を相談のうえお伺いしますので、
入居前に家屋調査を希望される方は、お早めにご連絡ください。入居前に家屋調査を希望される方は、お早めにご連絡ください。
（※令和６年度以前の未登録家屋がある場合も、ご連絡ください。）（※令和６年度以前の未登録家屋がある場合も、ご連絡ください。）

■取り壊しをしたとき■取り壊しをしたとき
　家屋の一部または全部を取壊したときは、年内に届出をしてください。　家屋の一部または全部を取壊したときは、年内に届出をしてください。
届出がない場合、令和７年度以降も課税されます。届出がない場合、令和７年度以降も課税されます。
　解体を事業者に依頼した場合は、事業者から代理の届出をすることが　解体を事業者に依頼した場合は、事業者から代理の届出をすることが
できます。どちらが届出をするかご確認ください。できます。どちらが届出をするかご確認ください。
（※取壊した建物の用途や取壊しの状況により、土地の住宅用地特例措（※取壊した建物の用途や取壊しの状況により、土地の住宅用地特例措
置が受けられなくなることがあります。）置が受けられなくなることがあります。）

※法務局に登記されていない家屋の所有者を変更したとき※法務局に登記されていない家屋の所有者を変更したとき
・法務局に登記をしていない家屋を、売ったり譲ったりした場合は、所有者変更の届出が必要です。・法務局に登記をしていない家屋を、売ったり譲ったりした場合は、所有者変更の届出が必要です。
年内に届出がないと、令和７年度以降も変更前の所有者に課税されます。年内に届出がないと、令和７年度以降も変更前の所有者に課税されます。
必ず届出をしてください。必ず届出をしてください。

　令和６年度税制改正に伴い、令和６年分所得税について定額による所得税の特別控除（定額減税）
が実施されることとなりました。
　給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者に対して、その給与
の支払者のもとで、その給与等を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で行われ
ます。

「年末調整（定額減税事務）に関する個別相談会」のお知らせ「年末調整（定額減税事務）に関する個別相談会」のお知らせ
～ 給与支払者の方向け ～～ 給与支払者の方向け ～

問い合わせ・予約先
　　八雲税務署　　　　☎ 0137-63-2148
　　　　　　　　　　　　（音声ガイダンス２番を選択してください）　

   
会場 開催日時 定員 予約締切 

八雲税務署 ２階会議室 
11月 27日（水） 9：00～15：00 

各 10名 11/25（月）12 時 
11月 28日（木） 9：00～15：00 

 　　※各相談時間は３０分程度を予定しています。

■年末調整がよくわかるページのご案内■年末調整がよくわかるページのご案内
　年末調整における定額減税事務を含めた年末調整事務の詳細については、国税庁ホームページの　年末調整における定額減税事務を含めた年末調整事務の詳細については、国税庁ホームページの
「年末調整がよくわかるページ」に掲載していますので、是非ご利用ください。「年末調整がよくわかるページ」に掲載していますので、是非ご利用ください。
※令和６年分については、令和６年９月以降から随時掲載しております。※令和６年分については、令和６年９月以降から随時掲載しております。

　源泉徴収義務者（給与の支払者）は、
　　①令和６年６月１日以後に支払う給与等に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を
　　　控除する事務
　　②年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額との清算を行う事務
　　の二つの事務を行うことになり、②の事務のことを年末調整における定額減税事務といいます。

　つきましては、給与支払者の方が行う年末調整における定額減税事務の仕方について、次のとおり
個別相談会を開催します。※出席には電話予約が必要です。
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の
上
か
ら
も
う
一
枚
羽
織
っ
た
り
、

寝
る
と
き
に
タ
オ
ル
を
巻
い
た
り
す
る

ほ
か
、
冷
気
か
ら
首
元
を
守
る
こ
と
も

有
効
で
す
。

「
食
」
の
ポ
イ
ン
ト

　
冬
期
の
省
エ
ネ
の
取
組
と
し
て
効
果

的
な
食
事
と
し
て
は
鍋
が
あ
り
ま
す
。

鍋
は
体
を
暖
め
て
く
れ
る
こ
と
か
ら
冬

に
食
べ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、

鍋
が
暖
め
て
く
れ
る
の
は
体
だ
け
で
は

な
く
、
鍋
か
ら
の
湯
気
に
よ
る
加
湿
効

果
で
体
感
温
度
も
さ
ら
に
上
昇
し
、
室

内
も
暖
か
く
な
り
暖
房
も
緩
和
で
き
る

た
め
、
一
石
三
鳥
に
も
四
鳥
に
も
な
る

料
理
と
い
え
ま
す
。
ま
た
、
食
材
選
び

に
つ
い
て
「
地
産
地
消
」
を
心
が
け
る

こ
と
で
流
通
に
係
る
C
O
2
排
出
も
削

減
で
き
る
ほ
か
、
冷
蔵
庫
に
余
っ
て
い

る
食
材
も
鍋
に
す
る
こ
と
で
フ
ー
ド
ロ

ス
対
策
に
も
な
り
ま
す
。

「
住
」
の
ポ
イ
ン
ト

　
同
じ
部
屋
に
長
く
い
る
と
実
際
よ
り

も
寒
く
感
じ
た
り
あ
た
た
か
く
感
じ
た

り
し
ま
す
。
ま
ず
は
、
温
度
計
と
湿
度

計
を
置
い
て
、
室
内
環
境
を
見
え
る
化

し
、
無
駄
な
暖
房
使
用
を
控
え
た
り
、

逆
に
冷
え
に
よ
る
体
調
不
良
に
も
気
を

付
け
ま
し
ょ
う
。
室
内
の
暖
か
い
空
気

を
逃
が
さ
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
、
窓

や
ド
ア
の
ほ
か
、
壁
や
床
、
天
井
に
工

夫
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
様
々
な
部

分
か
ら
空
気
や
熱
が
逃
げ
な
い
よ
う
に

ゼロカーボンゼロカーボン
せたなせたな

断
熱
シ
ー
ト
や
複
層
ガ
ラ
ス
、
二
重
サ
ッ

シ
、
厚
手
の
カ
ー
テ
ン
な
ど
を
活
用
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
特
に
窓
は
全
体

の
熱
の
50
％
を
流
出
し
て
し
ま
う
た
め

対
策
は
必
須
で
す
。
ま
た
気
流
の
流
れ

を
生
む
た
め
に
、
暖
房
器
具
だ
け
で
な

く
送
風
機
な
ど
を
短
時
間
つ
け
て
空
気

を
循
環
さ
せ
る
こ
と
も
大
切
で
す
。
加

え
て
、
湯
た
ん
ぽ
や
毛
足
の
長
い
ス
リ
ッ

パ
、
ク
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
を
取
り
入
れ
る

こ
と
で
、
暖
房
だ
け
に
頼
ら
な
い
工
夫

も
で
き
ま
す
。

　
冬
期
の
省
エ
ネ
の
取
組
は
、
二
酸
化

炭
素
の
排
出
を
抑
え
る
だ
け
で
な
く
、

節
電
や
節
約
に
よ
っ
て
経
済
的
に
も
優

し
く
、
生
活
し
や
す
い
新
た
な
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
の
確
立
に
も
つ
な
が
る
取
り

組
み
で
す
。
こ
れ
か
ら
冬
期
と
な
る
こ

の
機
会
に
、
今
ま
で
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
を
少
し
だ
け
見
直
し
、
こ
の
冬
を
よ

り
快
適
に
乗
り
越
え
ま
し
ょ
う
。

第 21回

画像出典：環境省 HP デコ活 WARMBIZ

URL:https://ondankataisaku.env.go.jp/

decokatsu/warmbiz/about/

画像出典：環境省 HP デコ活 WARMBIZ

URL:https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/

warmbiz/about/

ゼロカーボンせたな公式ロゴマーク
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空室あります！空室あります！

 申込先　建設水道課住宅係　　　　　　　　☎ 0137-84-5114( 直通 )
 　　　　大成支所産業建設係　　　　　　　☎ 01398-4-5511
 　　　　瀬棚支所産業建設係　　　　　　　☎ 0137-87-3311

※入居資格や提出書類については、町のホームページまたは担当にお問い合わせ下さい。※入居資格や提出書類については、町のホームページまたは担当にお問い合わせ下さい。

町営住宅等の入居者募集町営住宅等の入居者募集

□町営住宅

団地名 地区 住宅番号 建設年度 面積 型別 家賃の額
豊岡高台団地 北檜山 A-92 S44 39.87 ㎡ ２DK 4,000 ～ 6,000 円

南団地 〃 A-126 S50 51.30 ㎡ ３DK 7,300 ～ 11,000 円

〃 〃 B-115 S51 51.25 ㎡ ３DK 7,600 ～ 11,300 円

川沿団地 〃 4-381(2F） H9 76.53 ㎡ ３LDK 23,500 ～ 35,000 円

〃 〃 4-384(3F） H9 78.55 ㎡ ３LDK 24,100 ～ 36,000 円

徳島団地 〃 1-12(3F) H13 79.99 ㎡ ３LDK 24,700 ～ 36,800 円

〃 〃 3-26(1F) H16 65.44 ㎡ ２LDK 20,500 ～ 30,500 円

役場前Ａ団地 大成 41(1F) H4 64.62 ㎡ ３LDK 15,200 ～ 22,700 円

みやこの丘団地 〃 あじさい棟 101(1F) H9 64.17 ㎡ ２LDK 18,200 ～ 27,100 円

〃 〃 あじさい棟 102(1F) H9 64.17 ㎡ ２LDK 18,200 ～ 27,100 円

下宮野団地 〃 185(1F) H3 60.52 ㎡ ３LDK 13,300 ～ 19,800 円

あかしや団地 瀬棚 48-10 S48 39.67 ㎡ ２DK 5,100 ～ 7,600 円

〃 〃 03-102(1F) H3 69.49 ㎡ ３LDK 17,000 ～ 25,400 円

〃 〃 05-102(1F) H5 74.64 ㎡ ３LDK 18,800 ～ 28,000 円

〃 〃 06-102(1F) H6 73.20 ㎡ ３LDK 18,600 ～ 27,700 円

□特定公共賃貸住宅

団地名 地区 住宅番号 建設年度 面積 型別 家賃の額
みやこの丘団地 大成 いちい棟 203(2F) H10 72.10 ㎡ ２LDK 32,000 ～ 52,000 円

都いさりび団地 〃 7-102(1F) H7 47.20 ㎡ １LDK 24,000 ～ 32,000 円

□町有住宅

名　称 地区 住宅番号 建設年度 面積 型別 家賃の額
大成町有住宅 大成 旧医師 14 S62 126.64 ㎡ ３LDK 22,300 円

申込期間：10 月 24 日（木）～ 11 月５日（火）申込期間：10 月 24 日（木）～ 11 月５日（火）

法
テ
ラ
ス

　
八
雲
通
信

■
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

み
て
い
る
と
、
毎
日
の
よ
う
に

交
通
事
故
の
ニ
ュ
ー
ス
を
目
に
し

ま
す
。
交
通
事
故
を
起
こ
し
て
し

ま
っ
た
場
合
、
民
事
の
損
害
賠
償

責
任
、
自
動
車
運
転
過
失
傷
害
等

の
刑
事
責
任
、
さ
ら
に
は
運
転
免

許
の
停
止
・
取
消
な
ど
の
行
政
責

任
と
い
う
民
事
・
刑
事
・
行
政
の

３
つ
の
責
任
を
負
う
危
険
性
が
あ

り
ま
す
。

■
は
じ
め
に
民
事
の
責
任
で
す
。

交
通
事
故
に
よ
り
、
相
手
方
に
怪

我
を
負
わ
せ
て
し
ま
っ
た
場
合
や

相
手
方
の
自
動
車
、
物
を
壊
し
て

し
ま
っ
た
場
合
は
、
生
じ
た
損
害

に
つ
い
て
賠
償
す
る
責
任
が
あ
り

ま
す
。
特
に
、相
手
方
が
亡
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
多
額
の

損
害
賠
償
責
任
を
負
う
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
責
任
を
カ

バ
ー
し
て
い
る
の
が
自
動
車
保
険

で
す
。
な
お
、
自
賠
責
保
険
の
対

象
は
、
相
手
方
の
死
亡
・
怪
我
の

賠
償
の
一
部
の
み
で
す
。

■
次
に
刑
事
責
任
で
す
。
交
通
事

故
を
起
こ
し
て
相
手
方
に
怪
我

を
負
わ
せ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
自

動
車
運
転
過
失
致
死
傷
罪
な
ど
の

罪
に
当
た
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま

す
。
こ
の
場
合
、
刑
事
裁
判
に
よ

り
有
罪
と
な
る
と
、
７
年
以
下

の
懲
役
も
し
く
は
禁
錮
ま
た
は

１
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
の
処
罰

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
最
後
に
行
政
上
の
責
任
で
す
。

運
転
免
許
の
「
免
許
」
の
意
味

は
、「
一
般
に
は
禁
止
ま
た
は
制

限
さ
れ
て
い
る
行
為
を
、
行
政
官

庁
が
特
定
の
場
合
に
特
定
の
人
だ

け
に
許
す
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
自
動
車
の
運
転
に
当
て
は
め

る
と
、
自
動
車
の
運
転
を
一
般
的

に
禁
止
し
、
公
安
委
員
会
が
個
別

に
許
し
た
人
に
対
し
て
の
み
運
転

を
許
す
、
と
な
り
ま
す
。
こ
の
た

め
、
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
、

公
安
委
員
会
は
個
別
に
許
し
て
い

た
運
転
を
停
止
・
取
消
に
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
が
行
政

上
の
責
任
と
な
り
ま
す
。

■
近
年
は
自
動
車
だ
け
で
は
な

く
、
自
転
車
に
よ
る
重
大
事
故
も

多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。
令
和
６

年
11
月
１
日
か
ら
は
、
自
転
車
の

運
転
中
の
「
な
が
ら
ス
マ
ホ
」
が

罰
則
付
き
で
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
自
転
車
の
酒
気
帯
び
運
転

に
つ
い
て
も
罰
則
が
整
備
さ
れ
て

い
ま
す
。
周
り
に
配
慮
し
た
安
全

運
転
を
行
う
こ
と
が
、
３
つ
の
責

任
を
負
わ
な
い
た
め
の
一
番
の
備

え
と
い
え
ま
す
。

■
さ
て
、
当
事
務
所
で
は
、
各
種

法
律
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
一
定
の
要
件
を
満
た
す
方
に

つ
い
て
は
、
３
回
ま
で
の
無
料
法

律
相
談
や
、
ご
自
宅
・
入
所
施
設

等
へ
の
無
料
出
張
相
談
も
実
施
し

て
お
り
ま
す
の
で
、
少
し
で
も
気

に
な
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た

ら
、
お
気
軽
に
ぜ
ひ
「
法
テ
ラ

ス
八
雲
法
律
事
務
所
（
０
５
０
‐

３
３
８
３
‐
８
３
６
６
）」
ま
で

相
談
予
約
の
お
電
話
を
お
寄
せ
く

だ
さ
い
。

交
通
事
故
の
３
つ
の
責
任

法
テ
ラ
ス 

八
雲
法
律
事
務
所

　
　
　
　
　
　

弁
護
士　

森
田　
　

寛　

　
　
　
　
　
　
　

（
函
館
弁
護
士
会
所
属
）
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栄養成分 (１人分 )栄養成分 (１人分 )
エネルギー：150kcal / たんぱく質：16.8g エネルギー：150kcal / たんぱく質：16.8g 
脂質：1.3g / 炭水化物：24.9g 脂質：1.3g / 炭水化物：24.9g 
塩分：1.4g / 糖質：9.2g塩分：1.4g / 糖質：9.2g

○肉じゃが風煮物（２人分） 

 

・鶏肉      120g 

・じゃが芋    130g 

・玉ねぎ     ５０g 

・人参      ４０g 

・干し椎茸    ３枚 

・水       120ml 

・砂糖      大さじ 1/2 杯 

・みりん調味料  大さじ 1/2 杯 

・料理酒     大さじ 1 杯 

・醤油      大さじ 1 杯 

・長葱      適量 

今月の　　なレシピ今月の　　なレシピ

・作り方・・作り方・
①　干し椎茸は水 120ml に１～３時間程つけて柔らかく戻し、石づきを落として半分に切る。戻し汁①　干し椎茸は水 120ml に１～３時間程つけて柔らかく戻し、石づきを落として半分に切る。戻し汁
　は取っておく。　は取っておく。
②　野菜類はそれぞれ皮を剥き、じゃが芋は一口大、玉ねぎは一口大のくし切り、人参はいちょう切②　野菜類はそれぞれ皮を剥き、じゃが芋は一口大、玉ねぎは一口大のくし切り、人参はいちょう切
　りにする。鶏肉は一口大に切る。　りにする。鶏肉は一口大に切る。
③　ボウルに調味料（砂糖、みりん調味料、料理酒、醤油）と①の戻し汁を入れて混ぜ合わせる。③　ボウルに調味料（砂糖、みりん調味料、料理酒、醤油）と①の戻し汁を入れて混ぜ合わせる。
④　耐熱容器に、②の野菜類を並べて入れ、次に鶏肉を入れる。混ぜ合わせた③を上からかける。④　耐熱容器に、②の野菜類を並べて入れ、次に鶏肉を入れる。混ぜ合わせた③を上からかける。
⑤　ラップをふわっとかけて、500 ｗ６分電子レンジにかける。⑤　ラップをふわっとかけて、500 ｗ６分電子レンジにかける。
⑥　一度取り出し、全体を絡めるように混ぜて再度 500 ｗ３分ほど電子レンジにかける。⑥　一度取り出し、全体を絡めるように混ぜて再度 500 ｗ３分ほど電子レンジにかける。
⑦　最後にお好みに切った長葱をのせて完成。⑦　最後にお好みに切った長葱をのせて完成。

　管理栄養士　管理栄養士  米川美里米川美里のの

１１月は１１月は 新米新米ですです

　新米とは、その年の１２月３１日までに精米と包装が完了したお米のことを言います。収穫し　新米とは、その年の１２月３１日までに精米と包装が完了したお米のことを言います。収穫し
たての米は水分を豊富に含んでいるため、強い粘りを持ち、米本来の甘みも感じやすく、見た目たての米は水分を豊富に含んでいるため、強い粘りを持ち、米本来の甘みも感じやすく、見た目
も艶やかでふっくらしているのが特徴です。も艶やかでふっくらしているのが特徴です。
　北海道では、９月下旬から１１月に新米が出始めます。北海道ブランド米として、「ななつぼし」　北海道では、９月下旬から１１月に新米が出始めます。北海道ブランド米として、「ななつぼし」
「ゆめぴりか」「ふっくりんこ」「おぼろづき」「ゆきさやか」など他にもたくさんあります。それ「ゆめぴりか」「ふっくりんこ」「おぼろづき」「ゆきさやか」など他にもたくさんあります。それ
ぞれ食感、甘み、弾力など特徴を持っているので、食べ比べをしてみるのも良いですね。ぞれ食感、甘み、弾力など特徴を持っているので、食べ比べをしてみるのも良いですね。

１１月２４日は「和食の日」１１月２４日は「和食の日」
　１１月２４日は、「和食の日」。日本の食文化にとって実りの多いシーズンである秋に、みんな　１１月２４日は、「和食の日」。日本の食文化にとって実りの多いシーズンである秋に、みんな
が「和食」文化についての知識を深め、和食文化の大切さを再度知るきっかけとなるように願いが「和食」文化についての知識を深め、和食文化の大切さを再度知るきっかけとなるように願い
を込め、「一般社団法人和食文化国民会議」が１１月を和食月間と制定しました。また、『1124 ＝を込め、「一般社団法人和食文化国民会議」が１１月を和食月間と制定しました。また、『1124 ＝
いい日本食』との語呂合わせから和食の日とされています。2013 年１２月に和食がユネスコ無形いい日本食』との語呂合わせから和食の日とされています。2013 年１２月に和食がユネスコ無形
文化遺産に登録されたことにより、日本人の伝統的な食文化について見直し、和食文化の保護・文化遺産に登録されたことにより、日本人の伝統的な食文化について見直し、和食文化の保護・
継承の大切さについて考える日として制定されました。継承の大切さについて考える日として制定されました。

電子レンジで簡単に作れます!電子レンジで簡単に作れます!
干し椎茸を使うことで、うま味たっぷりです。干し椎茸を使うことで、うま味たっぷりです。
ぜひ、新米のおかずに作ってみて下さいぜひ、新米のおかずに作ってみて下さい
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神経の病気神経の病気

腎臓の病気腎臓の病気

目の病気目の病気

問 い 合 わ せ 先
　せたな町健康センター（保健推進係）
　八雲保健所企画総務課

☎ 0137-84-5112（直通）
☎ 0137-63-2168

保健師からの健康アドバイス
今月の担当は

小寺 美優です

血糖値と糖尿病血糖値と糖尿病
○血液中のブドウ糖は、すい臓で作られるインスリンというホルモン○血液中のブドウ糖は、すい臓で作られるインスリンというホルモン
の働きによって、細胞に取り込まれ、体のエネルギー源となりますが、の働きによって、細胞に取り込まれ、体のエネルギー源となりますが、
インスリンの量が少なかったり、働きが悪くなったりすると、血液中インスリンの量が少なかったり、働きが悪くなったりすると、血液中
にブドウ糖があふれてしまいます。これを高血糖といいますが、このにブドウ糖があふれてしまいます。これを高血糖といいますが、この
状態が続くと、血管壁が傷ついてしまいます。そのままの状態が続くと、状態が続くと、血管壁が傷ついてしまいます。そのままの状態が続くと、
血管が硬く、狭くなり、血流が滞ることになります。血管が硬く、狭くなり、血流が滞ることになります。

○糖尿病は、痛くも苦しくも無いため、怖さに対してピンとこないことも多く、放置されることもあ○糖尿病は、痛くも苦しくも無いため、怖さに対してピンとこないことも多く、放置されることもあ
ります。初期の段階では自覚症状はほとんどありません。進行する前に医師の診察を受け、血糖値のります。初期の段階では自覚症状はほとんどありません。進行する前に医師の診察を受け、血糖値の
検査と HbA1c( ヘモグロビン A1c) の検査をしてみましょう。検査と HbA1c( ヘモグロビン A1c) の検査をしてみましょう。

　↓検査結果を確認してみましょう。　↓検査結果を確認してみましょう。

①血糖値は正常な範囲です。血糖値を正常に保つことは血管を守ることになります。 ①血糖値は正常な範囲です。血糖値を正常に保つことは血管を守ることになります。 
②血中のブドウ糖の濃度が高くなった状態です。ブドウ糖が増えると血液がドロドロになるため、血管な②血中のブドウ糖の濃度が高くなった状態です。ブドウ糖が増えると血液がドロドロになるため、血管な
どに大きな負担がかかります。 どに大きな負担がかかります。 
③血糖値の高い状態が続くことで、血管が傷ついたり詰まったりして、動脈硬化が進行しているおそれが③血糖値の高い状態が続くことで、血管が傷ついたり詰まったりして、動脈硬化が進行しているおそれが
あります。 あります。 
④医療機関の受診が必要です。治療が必要となったら医師と今後の治療方針について話し合い、そして生④医療機関の受診が必要です。治療が必要となったら医師と今後の治療方針について話し合い、そして生
活習慣の改善に努めてください。検査値はかなり危険な状態であることを示しています。糖尿病は初期の活習慣の改善に努めてください。検査値はかなり危険な状態であることを示しています。糖尿病は初期の
状態では自覚症状がほとんどありませんが、症状が出るころには状態では自覚症状がほとんどありませんが、症状が出るころには重大な病気 (合併症 )重大な病気 (合併症 )を発症しているおを発症しているお
それが高くなっています。それが高くなっています。

☆まずは、特定健診またはかかりつけ医を受診し、早期発見 ･早期治療しましょう。 ☆まずは、特定健診またはかかりつけ医を受診し、早期発見 ･早期治療しましょう。 
☆定期的に受診し、放置することのないようにしましょう。 ☆定期的に受診し、放置することのないようにしましょう。 
☆毎年 11 月 14 日は、WHO（世界保健機関）が定めた「世界糖尿病デー」です。 ☆毎年 11 月 14 日は、WHO（世界保健機関）が定めた「世界糖尿病デー」です。 
これを機会に糖尿病の予防や治療を始めてみませんか。これを機会に糖尿病の予防や治療を始めてみませんか。

※ HbA1※ HbA1cc とは、過去１～２ヶ月の平均的な血糖の状態を反映している検査データです。ヘモグロビンは赤とは、過去１～２ヶ月の平均的な血糖の状態を反映している検査データです。ヘモグロビンは赤
血球内のタンパク質の一種で、全身に酸素を送る働きをしています。血液中のブドウ糖がヘモグロビンと血球内のタンパク質の一種で、全身に酸素を送る働きをしています。血液中のブドウ糖がヘモグロビンと
くっつくと糖化ヘモグロビンとなりますが、それがどのくらいの割合で存在しているかをパーセント (％ )くっつくと糖化ヘモグロビンとなりますが、それがどのくらいの割合で存在しているかをパーセント (％ )
で表したものです。いったん糖化したヘモグロビンは赤血球の寿命 (約 120 日 ) が尽きるまで元には戻りで表したものです。いったん糖化したヘモグロビンは赤血球の寿命 (約 120 日 ) が尽きるまで元には戻り
ません。ません。

 ①基準範囲内 ②血糖正常高値 ③境界型 ④危険！！ 

ＨｂＡ１ｃ(％) ～5.5 5.6～5.9 6.0～6.4 6.5～ 

空腹時血糖(mg/dL) ～99 100～109 110～125 126～ 

 

「三大合併症」「三大合併症」には以下のようなものがあります。「　　　　 」で覚えましょう！には以下のようなものがあります。「　　　　 」で覚えましょう！

糖尿病性神経障害：主に足の神経に異常をきたし、しびれが起きたり、感覚がなくなっ糖尿病性神経障害：主に足の神経に異常をきたし、しびれが起きたり、感覚がなくなっ
たりします。やがて、足の組織が腐ってしまい、切断が必要になります。たりします。やがて、足の組織が腐ってしまい、切断が必要になります。

糖尿病性腎症：腎臓の細い血管がむしばまれていきます。悪化すると、老廃物を尿糖尿病性腎症：腎臓の細い血管がむしばまれていきます。悪化すると、老廃物を尿
として排泄する腎臓の機能が失われ、人工透析が必要となります。として排泄する腎臓の機能が失われ、人工透析が必要となります。

糖尿病性網膜症：眼の網膜にある細い血管がむしばまれていき、眼底出血が起きて糖尿病性網膜症：眼の網膜にある細い血管がむしばまれていき、眼底出血が起きて
失明に至ります。かなり進行するまで自覚症状はありません。失明に至ります。かなり進行するまで自覚症状はありません。

　糖尿病患者の未受診者対策と糖尿病の重症化を　糖尿病患者の未受診者対策と糖尿病の重症化を
予防するため、令和６年５月２２日から予防するため、令和６年５月２２日から北部檜山地北部檜山地
域糖尿病性腎症重症化予防プログラム（愛称：そら域糖尿病性腎症重症化予防プログラム（愛称：そら
まめプロジェクト）まめプロジェクト）を開始しました。 を開始しました。 
  
参加医療機関：せたな町立国保病院・各診療所 参加医療機関：せたな町立国保病院・各診療所 
　　　　　　　道南ロイヤル病院 　　　　　　　道南ロイヤル病院 
　　　　　　　今金町立国保病院 　　　　　　　今金町立国保病院 
　　　　　　　今金診療所　　　　　　　今金診療所

『そらまめプロジェクト』『そらまめプロジェクト』が始動！が始動！

連携

＜ 病 院 ＞

医師 看護師や管理栄養士、薬剤師など 保健師や管理栄養士など

＜ 今金町・せたな町 ＞



12
Setana Public Relations

広報せたな　令和６年 11 月号

 

    2025年農林業センサスにご協力ください 

  
 令和７年２月１日現在で、全国一斉に“農林業の国勢調査”
といわれる「2025 年農林業センサス」が実施されます。 
 この調査は、今後の農林業の政策に役立てるために５年ごと
に実施される極めて大切な調査です。 
 令和６年 12 月中旬から農林業を営んでいる皆様のところに
調査員が訪問して、調査票に農林業の経営状況などの記入を
お願いしますので、ご協力をお願いします。 
 

 

申し込みお問い合わせ先　まちづくり推進課広報統計係　℡ 0137-84-5111（内線 1234）

広報紙（１回） ホームページ（バナー広告）

広報紙・ホームページに

広告を掲載しませんか？

①  3,500 円（縦 4.6 ㎝×横  8.8 ㎝）
②  7,000 円（縦 4.6 ㎝×横 17.6 ㎝）
③  7,000 円（縦 9.9 ㎝×横  8.8 ㎝）
④ 14,000 円（縦 9.9 ㎝×横 17.6 ㎝）

1 か月 10,000 円（動画は不可）
（縦 60 ﾋﾟｸｾﾙ×横 150 ﾋﾟｸｾﾙ）
画像は GIF 形式、容量は 4KB

広告
 募集中

　９月２９日（日）、北檜山スポー　９月２９日（日）、北檜山スポー
ツ公園で「第８回 檜山建青会杯」ツ公園で「第８回 檜山建青会杯」
が開催されました。が開催されました。
　大会はせたな・今金・八雲・コラ　大会はせたな・今金・八雲・コラ
ソン（江差・上ノ国）の４チームにソン（江差・上ノ国）の４チームに
よる総当たり戦。初戦は今金に引きよる総当たり戦。初戦は今金に引き
分けましたが続く、コラソン・八雲分けましたが続く、コラソン・八雲
に勝利し優勝を決めました。に勝利し優勝を決めました。
　６年生は今回が屋外サッカー最　６年生は今回が屋外サッカー最
後の大会で、見事地元優勝を果たし後の大会で、見事地元優勝を果たし
ました。ました。

　９月１７日（火）から２７日（金）までの１１日間　９月１７日（火）から２７日（金）までの１１日間
で北海道教育大学函館校より、地域づくり支援実習とで北海道教育大学函館校より、地域づくり支援実習と
地域政策ボランティア実習の学生４人をせたな町で受地域政策ボランティア実習の学生４人をせたな町で受
入れしました。この実習生受入は、町内の児童生徒や入れしました。この実習生受入は、町内の児童生徒や
町民の皆さんと大学生の交流を目的としており、昨年町民の皆さんと大学生の交流を目的としており、昨年
度より実施しております。度より実施しております。
　実習期間中は町内の小中学校で授業支援や、大学の　実習期間中は町内の小中学校で授業支援や、大学の
紹介を行ったほか、学童保育所や高齢者大学の皆さ紹介を行ったほか、学童保育所や高齢者大学の皆さ
んともレクリレーションなどを通し、交流を深めましんともレクリレーションなどを通し、交流を深めまし
た。た。

学童保育所児童との交流の様子学童保育所児童との交流の様子
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秋季における事故防止について秋季における事故防止について

　秋季は釣り中の海中転落事故や漁船による事故が多発しています秋季は釣り中の海中転落事故や漁船による事故が多発しています！！

１　釣り中の事故１　釣り中の事故
　　秋季は海水温度が低くなるため、 海に落ちないよう 「足下に注意」 し、 「夜間は照明点灯」 をこころがけましょう。秋季は海水温度が低くなるため、 海に落ちないよう 「足下に注意」 し、 「夜間は照明点灯」 をこころがけましょう。
海に浮いていることや早期の発見 ・通報等により救助の可能性が高くなるため、 「ライフジャケットを正しく着用」 し、海に浮いていることや早期の発見 ・通報等により救助の可能性が高くなるため、 「ライフジャケットを正しく着用」 し、
防水ケース入りスマートフォンを所持するなど 「常に連絡手段の確保」 をしましょう。 釣りに行く前は 「最新の気象を防水ケース入りスマートフォンを所持するなど 「常に連絡手段の確保」 をしましょう。 釣りに行く前は 「最新の気象を
チェック」 し、 「行先や帰宅時間を家族に伝え」、 「複数人での行動」 をここがけましょう。チェック」 し、 「行先や帰宅時間を家族に伝え」、 「複数人での行動」 をここがけましょう。

２　漁船による事故２　漁船による事故
　　操業中は 「常時適切な見張りを徹底」 し、 衝突や乗揚げを防止、 操業中の負傷事故にも注意しましょう。操業中は 「常時適切な見張りを徹底」 し、 衝突や乗揚げを防止、 操業中の負傷事故にも注意しましょう。
「最新の気象 ・海象情報をチェック」 し、 防水ケース入りスマートフォンを所持するなど「最新の気象 ・海象情報をチェック」 し、 防水ケース入りスマートフォンを所持するなど
「常に連絡手段の確保」 をしましょう。 ライフジャケットを正しく着用していれば救助さ「常に連絡手段の確保」 をしましょう。 ライフジャケットを正しく着用していれば救助さ
れる可能性が高まるので 「ライフジャケットを常時正しく着用」 しましょう。 小型船舶れる可能性が高まるので 「ライフジャケットを常時正しく着用」 しましょう。 小型船舶
の船長には、 原則すべての乗船者にライフジャケットを着用させる義務があります。の船長には、 原則すべての乗船者にライフジャケットを着用させる義務があります。
また、 膨張式救命胴衣は、 着用前にメンテナンスを確実に実施しましょう。また、 膨張式救命胴衣は、 着用前にメンテナンスを確実に実施しましょう。

海のもしもは「１１８番」
 問い合わせ先
　 瀬棚海上保安署　☎（0137）87 － 2634

　冬に大地震が起こると、強い揺れや津波の被害の
ほか、雪や寒さによるリスクが加わります。
　命を失うことなど無いよう、雪や寒さ、火災に対
して十分な備えをしましょう。

気象庁気象庁

冬の地震津波への備え

詳しい解説はこちら詳しい解説はこちら

ご存じですか？北海道の「苦情審査委員」制度ご存じですか？北海道の「苦情審査委員」制度
◎「北海道苦情審査委員」制度とは、道の機関が行った業務に関する苦情を、皆さんに代わって、苦情審査委員が
　公平で中立な立場から審査する制度です。
◎ 皆さん自身の利害に関する苦情であれば苦情審査委員に申立てができます。
◎ 審査の結果、道の業務に不備な点や制度に問題があるときは、道の機関に是正や改善を求めます。
◎ 個人情報の保護にも十分配慮します。
◎申立書は窓口へ持参するほか、郵送、ファックス、メールでも受け付けています。
　① 苦情申し立ての窓口は、道庁の道政相談センターか各総合振興局（振興局）の総務課
　②苦情申立書の付いたリーフレットを用意しています。
　③ホームページからでも申立書をダウンロードできます。
　　北海道のホームページ（https://www.pref.hokkaido. lg.jp/ss/dsc/176473.html）
　④申し立て方法は「苦情申立書」に必要な事項を記入し、提出してください。
　　また、郵送やファックス、メールでも申し立てができます。

　問い合わせ先
　　北海道総合政策部知事室道政相談センター

　　〒 060-8588　札幌市中央区北 3 条西 6 丁目　TEL 011-204-5523（直通）　FAX 011-241-8181　

　　メール　kujou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp

　　各総合振興局（振興局）総務課

北海道ホームページ
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　eLTAX( エルタックス）とは、地方税（法人道民税や法人事業税など）の申告や納税などをインターネット

を利用して行うことができる自治体共通の便利なシステムです。

　郵送や窓口に出向くことなく、ご自宅や職場から申告や納税の手続きが完了しますので積極的な利用をお願

いします。

  問い合わせ先　問い合わせ先　  檜山振興局税務課課税係檜山振興局税務課課税係　☎　☎（0138）52 － 6472（0138）52 － 6472

地方税ポータルシステム (eLTAX) をご存じですか？
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会
社
会
教
育
課
☎
０
１
３
７
７
・
２
・
２
７
４
８

◉
八
雲
町
八
雲
地
域

　
は
ぴ
あ
産
直
市 

八
雲
の
特
産
品
を
販
売

し
ま
す
！

　
八
雲
商
工
会
で
は
、
地
元
で
採
れ
た
新
鮮
・

安
全
・
安
心
な
野
菜
や
水
産
物
・
水
産
加
工
品

等
を
販
売
す
る
産
直
市
を
開
催
し
て
い
ま
す
。 

  

今
年
は
、
11
月
23
日
（
日
）
が
最
終
の
開
催

と
な
り
ま
す
。
■
日
時
／
11
月
９
日
（
土
）・

23
日
（
土
）
午
前
11
時
30
分
オ
ー
プ
ン
※
商
品

が
売
切
れ
次
第
終
了
と
し
ま
す
の
で
、
お
早
め

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
■
場
所
／
は
ぴ
あ
八
雲

八
雲
町
本
町
１
１
０
番
地
１
問
八
雲
商
工
会
☎

０
１
３
７
・
６
３
・
２
５
２
５

◉
八
雲
町
熊
石
地
域

　
熊
石
海
洋
深
層
水
を
分
水
中
！

　
海
洋
深
層
水
の
分
水
は
、
熊
石
漁
港
内
の
熊

石
海
洋
深
層
水
総
合
交
流
施
設
で
行
い
、
ポ
リ

タ
ン
ク
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
な
ど
へ
の
小
口
分
水

と
車
両
に
積
載
さ
れ
た
大
型
タ
ン
ク
へ
の
大
口

分
水
の
２
種
類
の
分
水
施
設
が
あ
り
ま
す
。
さ

ま
ざ
ま
な
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
お
試
し
く
だ
さ
い
。
な
お
、

冬
期
間
（
12
月
～
３
月
）
に
つ
い
て
は
、
小
口

販
売
機
の
営
業
が
平
日
の
み
と
な
り
ま
す
。

■
町
外
利
用
者
料
金
／
小
口
分
水 

一
般
用
（
20

㍑
）
１
０
０
円
、
業
務
用
（
１
㎥
）
６
２
０
円
、

大
口
分
水 

一
般
用
（
１
㎥
）
６
２
０
円
、
業
務

用
（
１
㎥
）
６
２
０
円
問
熊
石
海
洋
深
層
水
総

合
交
流
施
設
☎
０
１
３
９
８
・
２
・
２
３
０
０

◉
今
金
町

　 

ピ
リ
カ
ス
キ
ー
場 

 

今
シ
ー
ズ
ン
の
お

得
な
シ
ー
ズ
ン
券
・
１
日
券
発
売
中
！

 通報及び問い合わせ先通報及び問い合わせ先
 　せたな警察署  　せたな警察署 ☎☎（0137）‐84‐6110（0137）‐84‐6110

11 月中に全国警察の総力を挙げて追跡調査を行うこ
ととし、これら被疑者の早期検挙に取り組んでいると
ころです。
　指名手配被疑者の発見に向けた捜査活動には、国民
の皆さんのご協力が是非とも必要です。
　指名手配被疑者によく似た人を見かけたといった情
報など、どんなわずかなことでも結構ですので、警察
に通報していただくようお願いします。

せたな警察署からのお知らせ

≪犯罪被害者週間≫
　犯罪被害者等を社会全体で支え、安心して暮らすこ
とができる生活の実現を目指すという趣旨を広く理解
してもらうため、毎年 11 月 25 日から 12 月 1 日まで
の間は、「犯罪被害者週間」と定められています。
　また北海道では、その初日である 11 月 25 日が「北
海道犯罪被害を考える日」に定められています。

≪犯罪被害者等への配慮≫
　犯罪被害者やその家族の方々の中には、被害を受け
た後に、心無い言葉や無理解、プライバシーの侵害な
どによる二次被害に苦しめられている方もいます。
　この方々が日常生活を取り戻すには、行政だけでな
く、周りの方々の理解と支えが必要であり、次のよう
な配慮が必要です。
●そばに寄り添う～安心できる方が普段どおり接する

犯罪被害者等を社会全体で支えるために
ことだけでも支えになります。
●話をよく聞く～親身な傾聴は孤立感を和らげるこ
とができます。
●無理に励まさない～励ましの言葉はかえってつら
く感じてしまうことがあります。
●ほかの人と比べない～励ましのつもりでも、傷つ
くことがあります。
●被害者の行動を責めない～自責の念で苦しんでい
る場合、さらにつらく感じます。

≪各種相談窓口≫
警察相談センター（全般）　＃９１１０
性犯罪被害相談電話　　　 ＃８１０３
少年相談（固定電話）　　　0120-677-110

指名手配被疑者の検挙にご協力を！ 担当：刑事係

担当：警務係

　令和６年８月末現在、全国の警察から指名手配され
ている者は、凶悪事件等で特に警察庁が指定している
重要指名手配被疑者をはじめとして、約 590 人に上っ
ています。
　これらの被疑者は、殺人、強盗等の凶悪事件のほか、
暴行、傷害、窃盗、詐欺、横領等の事件に関して指名
手配されており、再び犯行を行うおそれがあります。
　警察では、特に重大な犯罪の被疑者を選定した上で、



1515
Setana Public RelationsSetana Public Relations
広報せたな　令和６年 11 月号広報せたな　令和６年 11 月号

　
ピ
リ
カ
ス
キ
ー
場
で
は
今
２
０
２
４
ー
２
５
シ
ー
ズ

ン
券
と
１
日
券
を
早
期
割
引
販
売
致
し
て
お
り
ま
す
。

11
月
中
の
購
入
で
す
と
、
通
常
料
金
よ
り
20
％
オ
フ
と

な
り
お
得
で
す
。
■
11
月
中
購
入
の
シ
ー
ズ
ン
券
価
格

●
大
人
２
５
５
２
０
円
●
高
校
生
、
シ
ニ
ア
（
60
歳
以

上
）
１
９
２
０
０
円 

●
中
学
生
、
超
シ
ニ
ア
（
70
歳

以
上
）
１
７
６
０
０
円
■
小
学
生
１
５
２
０
０
円 

■

11
月
中
購
入
の
１
日
券
価
格
●
大
人
４
４
０
０
円
●
中

学
生
、
高
校
生
、
シ
ニ
ア
（
60
歳
以
上
）
超
シ
ニ
ア

（
70
歳
以
上
）
２
８
０
０
円
●
■
小
学
生
２
０
０
０
円

●
ス
キ
ー
場
営
業
期
間
中
は
シ
ー
ズ
ン
券
提
示
で
「
半

額
」、
使
用
済
み
１
日
券
（
記
載
日
当
日
に
限
る
）
提

出
で
ピ
リ
カ
温
泉
入
浴
料
が
「
無
料
」
に
な
り
ま
す
。 

　
ま
た
シ
ー
ズ
ン
券
を
持
っ
て
い
る
と
、
北
海
道
ス

キ
ー
シ
ー
ズ
ン
ネ
ッ
ト
に
加
盟
し
て
い
る
北
海
道
の

ス
キ
ー
場
で
リ
フ
ト
券
を
お
得
に
購
入
い
た
だ
け
ま

す
。
■
オ
ー
プ
ン
予
定
日
／
令
和
６
年
12
月
21
日
■
ク

ロ
ー
ズ
予
定
日
／
令
和
７
年
３
月
23
日
問
ク
ア
プ
ラ

ザ
ピ
リ
カ
☎
０
１
３
７
・
８
３
・
７
１
１
１

◉
せ
た
な
町
北
檜
山
区

　『
温
泉
ホ
テ
ル
き
た
ひ
や
ま
』 

　
休
館
の
お
知
ら
せ

　
11
月
１
日
（
金
）
か
ら
11
月
30
日
（
土
）
の
期

間
、
施
設
改
修
工
事
の
た
め
全
館
を
休
館
い
た

し
ま
す
。
ご
利
用
の
皆
様
に
は
ご
不
便
を
お
か

け
い
た
し
ま
す
が
、
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。
問
温
泉
ホ
テ
ル
き
た
ひ
や
ま
☎

０
１
３
７
・
８
４
・
４
１
２
０

◉
せ
た
な
町
瀬
棚
区

　 

公
営
温
泉
浴
場
『
や
す
ら
ぎ
館
』

　
弱
ア
ル
カ
リ
性
温
泉
で
、
冷
え
性
、
神
経
痛
、

火
傷
な
ど
に
効
能
が
あ
り
ま
す
。
美
肌
効
果
の

あ
る
成
分
も
含
ま
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
■
場

所
／
瀬
棚
区
本
町
９
４
８
番
地
７
■
営
業
時
間

／
10
時
か
ら
21
時
ま
で
　
※
毎
月
第
１
・
３
月

曜
日
定
休
■
入
浴
料
／
大
人
　
４
５
０
円
、
中

人
　
１
５
０
円
、
小
人
　
80
円
問
や
す
ら
ぎ
館

☎
０
１
３
７
・
８
７
・
３
８
４
１

◉
せ
た
な
町
大
成
区

　『
貝
取
澗
公
営
温
泉
浴
場
』

　
ナ
ト
リ
ウ
ム
塩
化
物
・
炭
酸
水
素
塩
温
泉

で
、
関
節
リ
ウ
マ
チ
や
腰
痛
症
、
冷
え
性
を
は

じ
め
、
疲
労
回
復
な
ど
に
も
効
果
が
あ
り
ま

す
。
露
天
風
呂
も
併
設
さ
れ
て
お
り
ま
す
の

で
、
心
身
と
も
に
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
ま
せ
ん

か
。
■
場
所
／
大
成
区
貝
取
澗
３
８
６
番
地
１

■
営
業
時
間
／
９
時
か
ら
20
時
ま
で
※
清
掃
の

た
め
、
毎
週
水
曜
日
は
13
時
か
ら
20
時
ま
で

■
入
浴
料
／
大
人
　
４
５
０
円
、
中
人
１
５
０

円
、
小
人
　
80
円
問
貝
取
澗
公
営
温
泉
浴
場
☎

０
１
３
９
８
・
４
・
５
５
２
２

　通年雇用を目指す季節労働者の皆さん向けに、建設機械技能講習会を開催します。受講料は無料です。こ　通年雇用を目指す季節労働者の皆さん向けに、建設機械技能講習会を開催します。受講料は無料です。こ

の機会をぜひご利用ください。の機会をぜひご利用ください。

※ご注意！　令和５年３月 31 日以前に離職した方は除きます。※ご注意！　令和５年３月 31 日以前に離職した方は除きます。

  問い合わせ及び申込先問い合わせ及び申込先

  渡島檜山北部通年雇用促進支援協議会渡島檜山北部通年雇用促進支援協議会　☎　☎（0137）64 － 3355（0137）64 － 3355

 せたな町まちづくり推進課　　　　　　 せたな町まちづくり推進課　　　　　　☎☎（0137）84 － 5111（0137）84 － 5111

季節労働者向け「技能講習会」のお知らせ季節労働者向け「技能講習会」のお知らせ

●建設機械技能講習会
講 習 名 講習期間 必要事項 募集人数

玉掛け技能講習 令和７年１月 23 日（木）

　　　　～ 25 日（土）３日間

５名

小型移動式クレーン運転技能講

習

令和７年１月 26 日（日）

　　　　～ 28 日（火）３日間

５名

高所作業車運転技能講習 令和７年１月 29 日（水）

　　　　～ 30 日（木）２日間

普通自動車運転免許必要 ５名

車両系建設機械運転技能講習

（整地等）

令和７年１月 31 日（金）

～２月１日（土）２日間

大型特殊免許必要 ５名

不整地運搬車運転技能講習 令和７年２月２日（日）

　　　　～３日（月）２日間

大型特殊免許又は車両系（整地

等又は解体）修了が必要

５名

フォークリフト運転技能講習 令和７年２月４日（火）

　　　　～７日（金）４日間

普通自動車運転免許必要 ５名

※先着順です。（人数に達した時点で申込期限内でも募集を締め切ります）
※お一人２講習まで申込みできます。
　●講習場所 　　八雲町活性化施設（立岩 359 番地 13）
　●申込期間 　　令和６年 11 月８日（金）～ 12 月 11 日（水）
　※申込期間前、申込期間を過ぎての受付はできませんので、必ず期間内にお申込みください。
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函
館
弁
護
士
会
に
よ
る

法
律
相
談
の
お
知
ら
せ

　
せ
た
な
町
で
月
１
回
法
律
相
談

所
を
開
設
し
て
お
り
ま
す
。

　
金
銭
関
係
や
不
動
産
関
係
、
家

事
関
係
な
ど
法
律
上
の
問
題
で
お

困
り
の
方
は
ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

　
な
お
、
相
談
を
ご
希
望
の
方
は
、

予
約
制
・
先
着
順
と
な
っ
て
お
り

ま
す
の
で
、
事
前
に
函
館
弁
護
士

会
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。（
相

談
無
料
）

●
日
時
（
11
月
～
12
月
分
）

　
・
11
月
８
日
（
金
）

　
・
12
月
13
日
（
金
）

●
実
施
時
間
／
13
時
～
16
時

●
相
談
件
数
／
６
件

●
場
所
／
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ

問
函
館
弁
護
士
会

　
☎
０
１
３
８
・
４
１
・
０
２
３
２

ご
相
談
く
だ
さ
い

ご
利
用
く
だ
さ
い

心
の
健
康
相
談
の
実
施

に
つ
い
て

　
令
和
６
年
度
北
海
道
八
雲
保
健

所
精
神
保
健
専
門
相
談
を
実
施
し

ま
す
。
心
の
健
康
相
談
を
ご
希
望

の
方
は
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 忘れないで納期限

◉町・道民税
　【第３期】
◉国民健康保険税
　【第４期】
納期限は

10 月 31 日 ( 木 ) です
 忘れずに納めましょう

ご
相
談
く
だ
さ
い

（有料広告） （有料広告）

法
律
・
登
記
・
行
政
相

談
の
無
料
相
談
会
の
お

知
ら
せ

　
相
続
・
贈
与
・
売
買
・
会
社
設

立
・
債
務
整
理
・
成
年
後
見
・
行

政
相
談
な
ど
、
心
配
ご
と
に
つ
い

て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

（
相
談
無
料
・
予
約
制
）

●
日
時

　
11
月
13
日
（
水
）
10
時
～
12
時

●
予
約
締
切

　
11
月
11
日
（
月
）

　
※
先
着
４
名
ま
で

●
場
所
／
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ

●
担
当
相
談
員

　
司
法
書
士
　
森
　
奈
津
美

問
役
場
総
務
課
総
務
係

　

☎
０
１
３
７
・
８
４
・
５
１
１
１

※
相
談
は
、
全
て
事
前
の
申
し
込

み
（
実
施
日
の
前
の
週
の
金
曜
日

ま
で
）
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

●
日
時
／
11
月
14
日
（
木
）

　
　
　
　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

●
場
所
／
今
金
地
域
保
健
支
所

問
八
雲
保
健
所
健
康
支
援
係

　

☎
０
１
３
７
・
６
３
・
２
１
６
８

お
知
ら
せ
し
ま
す

国
内
で
の
化
学
物
質
規

制
が
大
き
く
見
直
し
と

な
り
ま
し
た

　
国
内
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
化

学
物
質
の
中
に
は
、
危
険
性
や
有

害
性
を
持
つ
物
質
が
多
く
あ
る
た

め
労
働
者
が
安
全
に
働
け
る
よ
う

に
化
学
物
質
規
制
が
あ
り
ま
す
。 

　
労
働
安
全
衛
生
法
関
係
法
令
の

改
正
に
よ
り
、
令
和
6
年
4
月
か

ら
職
場
で
の
化
学
物
質
規
制
が
大

き
く
見
直
し
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
詳
し
く
は
、
労
働
安
全
衛
生
総

合
研
究
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
事
業
者
の
た
め
の
化
学
物
質
管
理

無
料
相
談
窓
口

☎
０
５
０
・
５
５
７
７
・
４
８
６
２
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（9 月１日～ 9 月 30 日届出）

○中山　夏
な つ き

稀ちゃん　　（頌人）  北檜山

○笹井　柚
ゆ い と

弦くん　　（拓実）  北檜山

○坂下　和
な ぎ と

來くん　　（翔）　  太　櫓

　　手塚　大樹さん　　　　  豊　岡

　　畑野　未奈さん　　　　  北檜山

○山内　　進さん　（85 歳）　西丹羽

○吉田三津枝さん　（95 歳）　徳　島

○鈴木　一示さん　（75 歳）　愛　知

○新矢レイ子さん　（89 歳）　北檜山

○室野　英子さん　（93 歳）　北檜山

○中井　輝夫さん　（90 歳）　北檜山

○宮﨑　武美さん　（87 歳）　北檜山

○新保　豊榮さん　（90 歳）　北檜山

○加我　義一さん　（100 歳）   本町 6 区

○松永　ソヨさん　（87 歳）　三本杉

○澤田八代子さん　（79 歳）　三本杉

○山崎　セツさん　（88 歳）　島　歌

○三橋　ツマさん　（100 歳）　宮　野

○佐野美惠子さん　（83 歳）　宮　野

○手塚　　貢さん　（92 歳）　本　陣

○小田桐良子さん　（72 歳）　本　陣

○久慈　　武さん　（88 歳）　本　陣

○大野　和子さん　（80 歳）　上　浦

おくやみ申し上げます

お誕生おめでとう

国民年金に関するお問い合わせ先  
　◎函館年金事務所  　　　　　　　　　☎ 0138-31-9086
　◉町民児童課 戸籍年金係　　　　　　 ☎ 0137-84-5113（直通）
　◉瀬棚支所 住民係 　　　　　　　　　☎ 0137-87-3311
　◉大成支所 住民係 　　　　　　　　　☎ 01398-4-5511

人 口 と 世 帯

令和６年 9 月末現在（前月比）

人口 6,771 人 （－ 20）

北檜山区 4,141 人 （－　5）

大成区 1,127 人 （－ 10）

瀬棚区 1,503 人 （－  5）

男 3,207 人 （－  6）

女 3,564 人 （－ 14）

世帯 3,793 世帯（－ 11）

戸籍の窓口

ご家族の同意を得た方のみ掲載しています。

ご結婚おめでとう

11 月７日 (木)　��瀬棚支所
◎ 移動町長室は９：00 から 11：30 までの開設となります。

◎ 当日は区内を巡回して不在のこともありますので、御用の際は事前

に予定をお問い合わせください。

◎ 公務の都合上、急に日程を変更する場合がありますのでご理解願

います。

戸籍年金係からのお知らせ

納めた国民年金保険料は

「全額」が
社会保険料控除の対象です

～控除証明書は年末調整・確定申告まで大切に保管を～

　国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚
生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料
控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減され
ます。
　控除の対象となるのは、令和６年１月から令和６年１２月
までに納付された保険料の全額です。過去の年度分や追納さ
れた保険料も含まれます。
　また、ご自身の保険料だけではなく、ご家族（配偶者やお
子様等）の負担すべき国民年金保険料を納付されている場合、
その保険料も合わせて控除が受けられます。
　なお、令和６年中に納付した国民年金保険料について、社
会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行う
ときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類
の添付が必要となります。
　このため、令和６年１月１日から令和６年９月３０日まで
の間に国民年金保険料を納付された方には、１１月上旬に日
本年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
が送られますので、申告書の提出の際には必ずこの証明書（又
は領収証書）を添付してください。（令和６年１０月１日から
１２月３１日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納
められた方へは、令和７年２月上旬に送られます。）
　税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事
故など万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は
納め忘れのないようきちんと納めましょう。
　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」についてのご
照会は、控除証明書のはがきに表示されている電話番号にお
問い合わせください。
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広 報 見 聞 録

Koho - kenbunroku

　　　　役場（担当課）への直通電話番号一覧
　　　　　　　　※通話中の場合は、代表電話（0137-84-5111）へおかけください。

税務課 町民児童課 建設水道課 保健福祉課 教育委員会
0137-84-5112 0137-84-5113 0137-84-5114 0137-84-5984 0137-84-6260

ご利用ください

 秋の交通安全運動

　交通安全啓発運動を実施しました
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　９月２１日から１０月５日の１５日間、秋の交通安全運動が実施され、町内でも様々　９月２１日から１０月５日の１５日間、秋の交通安全運動が実施され、町内でも様々
な交通安全啓発運動が実施されました。な交通安全啓発運動が実施されました。
　２４日（火）には北檜山日産クラブとせたな地区交通安全協会連合会が、渡島信用　２４日（火）には北檜山日産クラブとせたな地区交通安全協会連合会が、渡島信用
金庫新せたな支店前で、国道２２９号を走るドライバーへ交通安全のチラシ等を配布金庫新せたな支店前で、国道２２９号を走るドライバーへ交通安全のチラシ等を配布
しました。瀬棚保育所では年長さん８名が、「一日おまわりさん」になって、瀬棚区市しました。瀬棚保育所では年長さん８名が、「一日おまわりさん」になって、瀬棚区市
街地の商店などへ、交通安全を願って描いたポスターを手渡ししました。街地の商店などへ、交通安全を願って描いたポスターを手渡ししました。
　また、２５日（水）には檜山北高等学校の生徒３８名が国道２３０号丹羽活性化セ　また、２５日（水）には檜山北高等学校の生徒３８名が国道２３０号丹羽活性化セ
ンター前で、丹精込めて育てたビンカの花をドライバーへ手渡し、交通安全を呼びかンター前で、丹精込めて育てたビンカの花をドライバーへ手渡し、交通安全を呼びか
けました。けました。

▼９月２４日　日産クラブ▼９月２４日　日産クラブ

▼９月２４日　瀬棚保育所▼９月２４日　瀬棚保育所

▼９月２５日　檜山北高等学校▼９月２５日　檜山北高等学校


